
入学一時金 第１回 第２回 第３回

3/12納入期限

初回引落日 5月15日(木) 8月15日(金) 11月14日(金)

再引落日
（納入期限日）

5月30日(金) 8月29日(金) 11月28日(金)

積立金 30,000 21,700 30,000 30,000 111,700

生徒会費 0 4,800 0 0 4,800

ＴＳ会費 0 3,500 0 0 3,500

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000

積立金 0 45,000 45,000 45,000 135,000

生徒会費 0 4,800 0 0 4,800

ＴＳ会費 0 3,500 0 0 3,500

0 53,300 45,000 45,000 143,300

積立金 0 30,000 0 0 30,000

生徒会費 0 4,800 0 0 4,800

ＴＳ会費 0 3,500 0 0 3,500

0 38,300 0 0 38,300

※入学一時金は、入学時当初からの教材費や行事費で30,000円程度必要なため徴収するものである。

※２学年は給付型奨学金の対象者等により残額が足りている場合は徴収額を減額する場合がある。

※３学年は、繰越金が支出予定額に足りない生徒のみ徴収し、金額は生徒により異なる。
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